
 

 

第3次清瀬市環境基本計画実行計画（案） 

説明資料 

 

１．計画の目的  

本市の環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、環境基本法及

び清瀬市環境基本条例に基づき、令和8（2026）年 3月に「第３次清瀬市環境基本計画」を策定

する予定です。 

 この計画は、「第３次清瀬市環境基本計画」に定められた環境未来像の実現を目指し、基本方針

に基づいて設定された施策を確実に推進するための具体的な目標を定めるものです。 

 

２．計画の構成 

【第 1章】実行計画の基本的事項 

（計画の位置づけ、期間、進行管理） 

 

【第 2章】実行計画 

（施策体系、基本方針ごとの施策の展開） 

 

3.現行（第 2次）計画からの変更点 

施策や進行管理をより効果的に推進するため、新たに策定する「第 3次清瀬市環境基本計画

実行計画」（以下、「第３次」）では、現行の「第 2次清瀬市環境基本計画実行計画」（以下、「第 2

次」）から、以下の点で変更を行いました。  

 

①計画期間について 

【第２次】平成28（2016）年度～平成30（2018）年度の3年間、 

平成 31（2019）年度～令和3（2021）年度の3年間、 

令和 4（2022）年度～令和7（2025）年度の4年間で策定。 

【第３次】令和8（2026）年度～令和 12（2030）年度の5年間を「前期」、 

令和 13（2031）年度～令和 17（2035）年度の5年間を「後期」として策定。 

 

（第３次の前期計画は、「第 3次清瀬市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」及び 

「清瀬市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の計画終了時期（令和 12年度）と統一します。） 

 

 

 

 

資料４補足 



②施策体系について 

【第２次】（環境目標）⇒（基本的施策）⇒（取組） 

５つの環境目標、１７の基本的施策に基づき全５３の取組を実施。 

【第３次】（環境未来像）⇒（基本方針）⇒（基本施策）⇒（施策）⇒（取組） 

分野ごとの環境目標は設定せず、全ての分野に共通する本市が目指すべき環境未来像を設定。 

５つの基本方針、17の基本施策、35の施策に基づき全69の取組を実施。 

 

（基本施策、施策、取組については、第２次をベースに近年の環境政策等を踏まえて 

見直します。） 

 

③基本方針の目標について 

【第２次】環境目標に対する数値目標の設定なし。 

【第３次】柱となる５つの基本方針それぞれに対して数値目標を設定。 

 

（近年、多くの自治体の環境基本計画にて、進捗管理を目的に数値指標を設定していること 

を踏まえて、第 3次では数値目標を設定し、進捗状況の可視化を図ります。） 

 

④計画の構成について 

 【第２次】取組ごとに、説明文章と内容を個別に記載。 

 【第３次】基本施策ごとに、表形式で説明文章と施策ごとの取組内容を記載。 

 

 （基本施策ごとに表を区切り、整理して記載することで、各施策の関連性や全体の取組内容を 

明確に把握できる構成にします。） 

 

 

以上 

 


